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２．　教 育 訓 練 の 内 容

〔 特 記 事 項 〕

①取得目標とする資格の名称、目標レベル 介護支援専門員

②①に係る資格・試験等の実施機関名称 厚生労働省

③当該資格等を取得するための要件または受験資格
等

東京都介護支援専門員実務研修試験合格後、
実務研修全課程を修了した者

なし（介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者）

介護支援専門員

④当該技能・知識の習得が必須又は有利となる職種・
職務及び習得された技能・知識が活用されておいる
業界と活用状況

介護、福祉に関する業界
（居宅介護支援事業所、特別養護老人ホーム等）

特　定　一　般　教　育　訓　練　明  示  書 

３．　受 講 者 と な る た め の 要 件 （この講座を受講するために必要とされている条件など）

講 座 の 創 設 年 月 日

令和10年9月30日まで

87時間4ヶ月 総 訓 練 時 間

教  科　　（カ リ キ ュ ラ ム） 時 間 使 用 教 材 名

１．　教 育 訓 練 目 標

① 通学　（　昼間　・　夜間　・　土日　）　　②　　通信　　スクーリング（回数 　回）

別添「東京都介護支援専門員実務研修カリキュラム」のとおり
改訂　介護支援専門員実務研修テキスト（上巻）
改訂　介護支援専門員実務研修テキスト（下巻）

東京都介護支援専門員テキスト別冊

講 座 の 名 称

実 施 方 法

指定講座番号（15桁）

平成10 年 4月 1日

①受講するに当たって必要な実務経験等

②受講者が受講に最低限有しておくべき資格・
技能・知識等の内容及びその水準

③その他

87

1321462 2220013

訓 練 期 間

特定一般教育訓練給付金
対象講座の指定期間

修了者数　　（1,085　人）

過 去 一
年 の 講
座 実 績 入講者数（　1,100　人）



４．　教育訓練の受講の実績及び目標達成の状況

（１）資格取得状況

人

② ①に係る教育訓練の入講者数 人

人 ％

人 ％

⑤ ①（修了者数）のうち就職者数　※１ 人

⑥ ①（修了者数）のうち在職者数　※２ 人 ％

※１　前年度の修了者のうち、受講開始時に職に就いていなかった者で修了後に就職した者。

　この場合、就職したとは、臨時的な仕事に就職した者は含めない。

※２　受講開始時に既に職に就いていた者で、卒業後も引き続きその職にある者及び受講開始時に既に職に就いている者で、

　修了後に別の職に転職した者。

（２）受講修了者による講座の評価等

① 回答者総数 1009 人

　１　正社員 705 人

　２　非正社員、派遣社員 212 人

　３　その他の就業（自営業等） 34 人

　４　非就業 58 人

　１　受講開始時の就業先と現在の就業先は同じ 859 人

　２　受講開始時の就業先と現在の就業先（自営業等含む）は異なる（転 71 人

　３　受講開始時は就業していたが、現在は就業していない 21 人

　１　正社員 744 人

　２　非正社員、派遣社員 179 人

　３　その他の就業（自営業等） 28 人

　４　非就業者 46 人

　１　３割以上増加した 13 人

　２　１割以上３割未満増加した 32 人

　３　１割未満増加した 77 人

　４　変わらない 696 人

　５　１割未満減少した 20 人

　６　１割以上３割未満減少した 37 人

　７　３割以上減少した 23 人

　１　処遇の向上（昇進、昇格、資格手当等）に役立つ 154 人

　２　配置転換等により希望の業務に従事できる 145 人

　３　社内外の評価が高まる 126 人

　４　早期に転職・再就職できる 79 人

　５　希望の職種・業界に転職・再就職できる 170 人

　６　より良い条件（賃金等）で転職・再就職できる 69 人

　７　趣味・教養に役立つ 67 人

　８　その他の効果 56 人

　９　特に効果はない 85 人

　１　受講中又は受講修了後３か月以内に就職した 28 人

　２　受講修了後３～６か月以内に就職した 19 人

　３　受講修了後６～12か月以内に就職した 4 人

　４　就職していない 7 人

　１　大変満足 267 人

　２　おおむね満足 561 人

　３　どちらとも言えない 129 人

　４　やや不満 43 人

　５　大いに不満 9 人

５．　教育訓練の受講による効果の把握及び測定の方法並びにそのレベルを受講者に対して明らかにするための具体的な方法
１に掲げた教育訓練目標に対する技能・知識のレベル到達度の 研修修了後の修了評価テストを実施し、習熟度等を把握している。
（通信制講座の場合）

ク グ 実施場所 時期 期間 数

⑧ 講座の全体評価

⑧の回答数合計
※①と同数(又はそれ

以下）

1009人

（３）受講者、受給者の修了後の状況（就職等の状況、受講修了者による教育訓練への評価状況、受講後の職務内容変化等の処遇改善
の状況、一定期間内でのキャリアアップ成果やその事例、在籍・採用企業の側の評価 等）

⑦ 受講開始時に就
業していなかった受

講者の就業状況

⑦の回答数合計
※②Bと同数(又はそ

れ以下）

58人

⑤ 受講後の賃金変
化

⑤の回答数合計
※④Aと同数(又はそ

れ以下）

就職・在職率(⑤+⑥/②) 97.9

898人

⑥ 講座の受講の効
果

⑥の回答数合計

951人

118

944

③ 受講開始前と現
在の就業先の変化

③の回答数合計
※②Aと同数(又はそれ

以下）

951人

④ 受講後の就業形
態

④A：就業者計

951人

100.0

合格率(④/③)

特　定　一　般　教　育　訓　練　明　示　書 

④ ③のうち合格者数 1100 100.0

① 前年度の修了者数 1085

③ ②のうち目標資格の受験者数 1100 受験率(③/②)

1100

④B：非就業者計

②B：非就業者計

② 受講開始時の就
業状況等

②A：就業者計

951人



公益財団法人　東京都福祉保健財団     ）

東京都新宿区西新宿二丁目７番１号 TEL 03-3344-8512

公益財団法人　東京都福祉保健財団     ）

東京都新宿区西新宿二丁目７番１号 TEL 03-3344-8512

氏名 所属 氏名 所属

03-3344-8512

１．　特定一般教育訓練給付金の対象となる経費　（① ＋ ②） 円

円

円

（うち、必須教材費 円 ）

① 任意の教材費（税込額） 円

② 実習等に伴う交通費・宿泊費（税込額） 円

③ 施設維持費（税込額） 円

④ その他（法人への寄付金、PCの損害保険料、情報誌代）　（税込額） 円

住 所 及 び 連 絡 先

② 分 割 払

特定一般教育訓練経費

支 払 い 方 法

施 設 名 称 及 び 施 設 長 名

住 所 及 び 連 絡 先

介護支援専門員サポート情報を手引きに掲載し、必要な研修を案内。

（代表者名：理事長　早川　剛生

６．　受講効果の把握方法

（2）修了認定基準に係る、教育目標に対する技能・知識
のレベル到達度把握・測定方法

動画講義科目の視聴を完了させ、課題を提出する。
また、全日程演習に参加する。

（1）修了認定基準
（出席率・修了認定試験等の具体的な基準）

出席率100％、試験合格率その他、補講・追試は認めない。

（１）受講中の者に対する習得度・理解度に関する具体的
な助言・指導の方法

（２）受講中又は修了時における資格取得・就職への具体
的なバックアップ体制
（例：資格取得関連情報や資格関連職種の求人情報の提供方法、早期
就職に向けた具体的な相談体制の整備状況）

 指 定 教 育 訓 練 実 施 者 名
 及 び 代 表 者 名

連絡先

板垣　麻子

特　定　一　般　教　育　訓　練　明　示　書　

円３．　総額　（１＋２）　（税込額） 44,600

① 入 学 料　（ 税 込 額 ）
（※割引・還元措置を実施した場合には

その差引き後の税込額とすること。）

② 受 講 料 （ 税 込 額 ）
（※割引・還元措置を実施した場合には

その差引き後の税込額とすること。）

③ 両 方 可 能

７．　受講中又は修了後における受講者に対する指導及び助言並びに支援の方法

８．　その他の事項

研修修了後に修了評価テストを行い、受講者の理解度・習熟度を確認している。

（施設長名：理事長　早川　剛生

TEL

円

三井　裕樹
人材養成部

介護人材養成室長

03-3344-8512

44,600

① 一 括 払

２．　特定一般教育訓練給付金の対象外となる経費　（① ＋ ② ＋ ③ ＋ ④）

TEL

苦情受付者

連絡先

44,600

人材養成部
介護人材養成室

ケアマネ担当
事務担当者



内容 時間数

・介護保険制度の基本理念を理解し、介護保険制度における利用者の尊厳の保持、自立支援に資するケアマネジメントの役割、ケアマ
ネジメントを担う介護支援専門員に求められる機能や役割に関する講義を行う。
・介護保険制度の現状と地域包括ケアシステムが求められる背景とその考え方、構築に向けた取組状況に関する講義を行う。
・介護サービスの利用手続き（要介護認定等に関する基本的な視点と概要）、居宅サービス計画等の作成、保険給付及び給付管理等
の仕組みといった一連の関係性についての講義を行う。

講義３時間

・ケアマネジメントの成り立ちや機能について理解するとともに、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に基づい
て、介護支援専門員としての責務及び業務を理解し、ケアマネジメントの中心的な役割を担う立場であることを認識するための講義を行
う。
・利用者が住み慣れた地域で、最期まで尊厳をもって自分らしい生活を送ることができるよう、自立支援のためのケアマネジメントを実践
する上で必要な視点を理解する。
・インフォーマルサービスも活用したケアマネジメントを理解する。
・利用者を支援する上で、家族を取り巻く環境に留意し、ヤングケアラーや仕事と介護の両立支援を含む家族に対する支援の重要性や
目的、関連する支援施策の動向、介護支援専門員に求められる役割について理解する。
・介護予防支援や、介護予防・日常生活支援総合事業におけるケアマネジメント（介護予防ケアマネジメント）の基本的な考え方やプロ
セスを理解するための講義を行う。
・質の評価やデータ活用を行いながら、科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供に向けた現状の取組及び課題について
の講義を行う。

講義及び演習
６時間

・直接援助を行う職種と相談援助を行う職種の各々の役割や視点の違いを認識することにより、相談援助の職種における専門性を理解
する為の講義を行う。
・相談援助を行う上での留意点として、感情移入することなく自己を客観視することの重要性とそのための方法等に関する講義を行う。
・利用者のニーズを把握する上で、利用者を多面的に捉える視点(身体的・心理的状況、生活環境、社会参加状況等)について理解す
る。
・相談援助に係る基本的な技法を理解する。

講義及び演習
４時間

・介護支援専門員が備えるべき、利用者本位、自立支援、公正中立、権利擁護、守秘義務、利用者のニーズの代弁等の倫理に関する
講義を行う。
・人権の概念、利用者の尊厳の保持、介護支援専門員の倫理綱領、倫理原則、成年後見制度等に関する講義を行う。
・認知症、身寄りのない高齢者、看取りのケース等における意思決定支援の必要性や意思決定に向けた支援プロセスに関する講義を
行う。
・ケアマネジメントの実践において直面しやすい倫理的な課題とその課題に向き合うことの重要性を理解するための講義を行う。

講義３時間

・利用者及びその家族、利用者を支援するサービスの担当者等の多職種に対する説明の意義・目的を理解するための講義を行う。
・サービス担当者会議や地域ケア会議等における場面ごとに求められる説明の意味・目的を理解するとともに説明の技法（話の構成、
姿勢、スピード、言葉の選択等）を修得する。
・説明から利用者の合意に向かうまでのプロセスの重要性とポイントを理解するとともに、多職種協働における説明責任を理解する。

講義及び演習
２時間

・ケアマネジメントプロセスの構成と流れを理解するとともに、各プロセスにおける意義・目的に関する講義を行う。
・ケアマネジメントプロセスにおける各プロセスの相互の関係についての講義を行う。 講義２時間

・受付及び初期面接相談（インテーク）の場面における相談援助の視点と技術を修得するとともに、利用者及びその家族との信頼関係
の構築の重要性について講義を行う。
・契約は重要事項の説明を経た法律行為であることから、利用者が主体となる契約の意義とそれを保障するための仕組み（苦情申し立
て、権利擁護等）についての講義を行う。
・契約に関する制度上の位置付けや留意事項に関する講義を行う。

講義及び演習
１時間

・アセスメントからニーズを導き出すまでの思考過程の全体像に関する講義を行う。
・アセスメントにおける情報収集の項目の内容、目的、主治医意見書の記載内容を理解するとともに、情報収集の方法・技術を修得す
る。
・収集した情報を的確に分析することにより、課題の明確化、改善及び悪化の可能性などを導き出せることを理解する。
・利用者の生活全体を捉える視点の重要性を理解するとともに、利用者の生活の現況から生活機能（ＷＨＯ国際生活機能分類による）
と背景を把握し、理解する視点を修得する。
・課題整理総括表等を用いてＡＤＬやＩＡＤＬ等の状況から利用者が抱える課題を明確化し、状態の維持改善及び悪化の可能性の判断
と予測を立て、適切なニーズを導くための技術を修得する。
・情報収集やアセスメント時に必要な視点の抜け漏れを防止することの必要性を理解する。

講義及び演習
６時間

・利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果及び総合的な援助の方針を記載するに当たっての留意点に関する
講義を行う。
・アセスメントから導いたニーズを解決するための視点と達成するための目標の関係についての講義を行う。
・インフォーマルサービスも含めた社会資源の種類及び内容を理解するとともに、インフォーマルサービスの活用も含めた居宅サービス
計画等を作成する方法を理解する。
・保健医療サービス利用時の主治医等からの意見収集、リハビリテーション専門職からの意見収集など多職種との連携に当たっての留
意点に関する講義を行う。
・訪問介護計画等の個別サービスの計画は、居宅サービス計画に記載したニーズや目標に基づいて作成され、利用者を支援するサー
ビス提供につながっていくものであることから、居宅サービス計画との連動の重要性を理解するとともに、個別サービスの計画につながる
目標の立て方等を修得する。
・介護予防サービス計画の関連様式の作成方法、作成のための課題分析の考え方（基本チェックリストの活用方法等）に関する講義を
行う。

講義及び演習
３時間

・会議を開催するに当たり、事前の準備や開催当日の準備など、必要な業務を理解するとともに、会議の進行の手法等に関する講義を
行う。
・サービス担当者会議は、利用者及び家族並びにサービス担当者も含めて、利用者を支援していくための方向性を定める場であること
から、介護支援専門員によるアセスメントの結果を共有することや、各サービス担当者との情報共有の重要性を理解する。
・会議での意識の共有に当たり、居宅サービス計画と訪問介護計画等の個別サービス計画との内容の整合性を確認することの重要性
を理解する。
・複数のサービスを利用する場合には、各サービスの個別サービス計画ごとの内容を確認することの重要性を理解する。
・新規ケース、更新ケース、要介護状態等の区分変更ケースごとのサービス担当者会議における検討の留意点についての講義を行う。

講義及び演習
３時間

・利用者及びその家族、サービス担当者等との継続的な連絡や、居宅を訪問し利用者と面接することの意味を理解するための講義を行
う。
・モニタリングにおける視点や手法、状況の変化への対応を理解する。
・評価表等を活用し目標に対する各サービスの達成度（効果）の検証の必要性と評価手法を修得する。
・居宅サービス計画の再作成を行う方法と技術についての講義を行う。
・モニタリングにおける多職種との役割分担と連携の重要性を理解する。
・モニタリング結果の記録作成の意味と、記録に当たっての留意点を理解するための講義を行う。

講義及び演習
３時間

・利用者及びその家族の支援に際し、チームアプローチの意義を理解するとともに、介護支援専門員には、ケアのマネジメントだけでな
く、チームのマネジメントも求められることを認識するための講義を行う。
・チームアプローチに際し、チームを組成する各職種の専門性と各々に求められる役割を理解するとともに、チームにおける介護支援専
門員の役割を理解し、チーム運営において想定される課題や対応策を含め、チームを円滑に機能させるために必要な知識・技術を修
得する。
・インフォーマルサービスを取り入れた居宅サービス計画における多職種連携についての講義を行う。

講義及び演習
２時間

・地域包括ケアシステムの構築が求められる背景及び地域包括ケアシステムが目指す姿についての講義を行う。
・地域包括ケアシステムを構築していく中で介護支援専門員に求められる役割（自立支援に資するケアマネジメント、インフォーマル
サービスを含めた社会資源の活用、多職種、地域包括支援センター、生活支援コーディネーター等との連携、不足している地域資源の
提案等）に関する講義を行う。
・地域包括ケアを実現していくためのケアマネジメントを行う上で、必要な保健・医療・福祉サービスに関する講義を行う。
・地域包括ケアシステムの構築に関して、地域の現状、課題、目指す方向性、社会資源の整備状況等を把握する事が大切であることか
ら介護保険事業計画、地域ケア会議の重要性や内容に関する講義を行う。
・地域共生社会の実現に向けた他法他制度の活用や他の職種との連携相互理解についての講義を行う。
・生活保護施策、障害者施策、老人福祉施策、難病施策、生活困窮者施策、仕事と介護の両立支援施策、ヤングケアラー関連施策、
重層的支援体制整備事業関連施策などの概要について理解するとともに、関連する機関やボランティア等との連携・協力・ネットワーク
の構築についての講義を行う。

講義３時間

サービス担当者会議の
意義及び進め方

モニタリング及び評価

介護支援専門員に
求められるマネジメント
（チームマネジメント）

地域共生社会の実現に
向けた地域包括ケアシステムの
深化及び地域の社会資源

人格の尊重及び
権利擁護並びに
介護支援専門員の倫理

利用者、多くの種類の
専門職等への説明及び合意

ケアマネジメントのプロセス

ケアマネジメントに必要な
基礎知識及び技術・受付
及び相談並びに契約

アセスメント及びニーズ
の把握の方法

居宅サービス計画等の作成

介護支援専門員実務研修　カリキュラム　

研修科目

【前期】

介護保険制度の理念・現状
及びケアマネジメント

自立支援のための
ケアマネジメントの基本

相談援助の専門職としての
基本姿勢及び
相談援助技術の基礎



・医療との連携に当たって早い段階から連携の重要性を理解し、利用者の医療に係る情報や状態の改善可能性に係る意見等を把握し
ておく必要があることから、医療機関や医療職からの情報収集の方法等についての講義を行う。
・医療との連携に当たっての留意点を理解するとともに、介護支援専門員から医療機関や医療職への情報提供の方法及び内容（生活
状況、サービスの利用状況等）に関する講義を行う。
・地域における、在宅医療・介護の連携を推進する役割を担っている機関の概要に関する講義を行う。
・多職種協働の意義を理解するとともに、多職種間で情報を共有することの重要性を理解し、情報共有に当たり個人情報を取り扱う上で
の利用者やその家族の同意の必要性についての講義を行う。

講義３時間

・介護保険法、介護保険法施行令、介護保険法施行規則、厚生労働省告示、居宅サービス等の運営基準、居宅介護支援等の運営基
準に関しその位置付けや業務との関連を俯瞰する講義を行う。（特に、介護支援専門員及びケアマネジメントに関する部分の規定につ
いて、業務と関連づけて理解する。）
・事業所の指定取消や介護支援専門員の登録消除などの不適切事例を参考に、ケアマネジメントを実践する上での法令遵守（コンプラ
イアンス）の重要性を認識するための講義を行う。
・介護報酬に係る関係告示や通知等の概要についての講義を行う。

講義２時間

・実習は、ケアマネジメントの実践現場を通して様々なことを学ぶことができる機会であるとともに、これまでの講義や演習を通じて身につ
けた知識・技術を試行する機会でもあり、効果的な実習となるよう、実習の目的についての講義を行う。
・実習の流れや実習時の心構えなどに関する講義を行う。（実習を通じて、地域ごとの社会資源等の状況や現場での倫理的課題などに
ついても意識を向けるよう認識する。）

講義１時間

・実習に当たっては、利用者への居宅訪問を行い、アセスメントの実施、居宅サービス計画の作成、サービス担当者会議の準備・同席、
モニタリングの実施、給付管理業務の方法など一連のケアマネジメントプロセスの実習を行う。

・実習で行ったアセスメントや居宅サービス計画の作成など、一連のケアマネジメントプロセスの実践事例を発表することにより、実習を
通じて感じた気付きや不足している知識・技術といった課題、現場で生じうる倫理的な課題を共有する。
・受講者間で共有した課題や実習に関する講師からの総評を踏まえて、今後、専門職として身につけていくべき知識・技術についての
学習課題を認識する講義を行う。

講義及び演習
３時間

・ケアマネジメントを実践する上で必要な高齢者の生理、高齢者やその家族の心理、住環境や同居者の有無などそれぞれの要素と要
素の関係性の重要性に関する講義を行う。
「適切なケアマネジメント手法」の基本的な考え方及び高齢者が有する疾患に関係なく想定される支援内容及び多職種との情報共有
において必要な視点を整理した「基本ケア」について理解する。
・それらの関係性を踏まえたアセスメント、課題分析の視点、居宅サービス計画等への具体的な展開方法など、支援に当たってのポイン
トを理解する。

講義及び演習
３時間

脳血管疾患の分類、症状、後遺症、生活障害の程度と身体機能の関係、廃用症候群との関係性についての講義を行う。
・脳血管疾患における療養上の留意点や起こりやすい課題について理解する。
脳血管疾患に特有な検討の視点や想定される支援内容を整理した「適切なケアマネジメント手法」の「疾患別ケア（脳血管疾患がある
方のケア）」について理解する。
脳血管疾患の要介護者等に対するリハビリテーションや福祉用具、住宅改修の効果的な活用に関する講義を行う。
リハビリテーションや福祉用具等、それらを活用する際の医療職をはじめとする多職種との連携協働に当たってのポイントを理解する。
・脳血管疾患の事例におけるアセスメント、課題分析の視点、居宅サービス計画等の作成、サービス担当者会議における情報共有に当
たっての留意点、モニタリングでの視点を理解する。

講義及び演習
４時間

認知症の原因となる疾患、症状、改善可能性、症状の進行並びに薬物療法の有効性、留意点及び副作用について講義を行う。
認知症における療養上の留意点、倫理的な対応及び起こりやすい課題について理解する。
・認知症ケアにおける医療職をはじめとする多職種との連携・協働に当たってのポイントを理解する。
認知症に特有な検討の視点や想定される支援内容を整理した「適切なケアマネジメント手法」の「疾患別ケア（認知症がある方のケ
ア）」の内容を理解する。
・認知症の事例におけるアセスメントや課題分析の視点、居宅サービス計画等の作成、サービス担当者会議における情報共有に当たっ
ての留意点及びモニタリングでの視点について理解する。
独居で認知症の要介護者等に対するアプローチの視点や方法を理解する。
認知症の要介護者と同居している家族に対する支援や地域への配慮と協働の視点を持ったケアマネジメントの具体的な方法を修得
する。
・認知症に伴う行動心理症状（BPSD）に対するアプローチの視点及びケアの手法を理解する。

講義及び演習
４時間

大腿骨頸部骨折の原因、生活をする上での障害及び予防・改善方法に関する講義を行う。
大腿骨頸部骨折における療養上の留意点や起こりやすい課題について理解する。
大腿骨頸部骨折に特有な検討の視点や想定される支援内容を整理した「適切なケアマネジメント手法」の「疾患別ケア（大腿骨頸部骨
折がある方のケア）」の内容を理解する。
大腿骨頸部骨折の要介護者等に対するリハビリテーションや福祉用具、住宅改修の効果的な活用方法等についての講義を行う。
リハビリテーション、福祉用具などを活用する際の医療職をはじめとする多職種との連携協働に当たってのポイントを理解する。
・大腿骨頸部骨折の事例におけるアセスメント、課題分析の視点、居宅サービス計画等の作成、サービス担当者会議における情報共有
に当たっての留意点及びモニタリングでの視点について理解する。

講義及び演習
４時間

心不全につながる心疾患の種類、原因、症状、生活をする上での障害や留意点に関する講義を行う。
心疾患における療養上の留意点や起こりやすい課題について理解する。
心疾患に特有な検討の視点や想定される支援内容を整理した「適切なケアマネジメント手法」の「疾患別ケア（心疾患がある方のケ
ア）」の内容を理解する。
・心疾患の事例におけるアセスメント、課題分析の視点、居宅サービス計画等の作成、サービス担当者会議における情報共有に当たっ
ての留意点及びモニタリングでの視点について理解する。

講義及び演習
４時間

誤嚥性肺炎の特徴や誤嚥性肺炎の予防のためのケアマネジメントにおける留意点等を踏まえた支援に当たってのポイントについて理
解する。
誤嚥性肺炎の予防における「適切なケアマネジメント手法」の「基本ケア」の重要性を再確認する講義を行う。
誤嚥性肺炎の予防における検討の視点や想定される支援内容を整理した「適切なケアマネジメント手法」の「疾患別ケア（誤嚥性肺炎
の予防のためのケア）」の内容を理解する。
・誤嚥性肺炎の予防の事例におけるアセスメント、課題分析の視点、居宅サービス計画等の作成、サービス担当者会議における情報共
有に当たっての留意点及びモニタリングでの視点について理解する。

講義及び演習
３時間

・高齢者に多い疾患等の原因や症状、症状の進行、生活障害の程度と身体機能の関係についての講義を行う。
・疾患相互の影響、高齢者の生理（生活上の留意点）との関係、療養上の留意点及び起こりやすい課題に関する講義を行う。
・医療職をはじめとする多職種との連携・協働に当たってのポイントを理解する。
・各疾患・症候群における生活習慣を改善する為のアプローチの方法（本人の動機付け、家族の理解の促進等）についての講義を行
う。

講義２時間

・看取りのケースについて支援を行う際における介護支援専門員の役割や適切な姿勢についての講義を行う。
・看取りに関連する各種サービス等の活用方法や、医療職をはじめとする多職種との連携・協働を効果的に行うためのポイントを理解す
る。
・看取りに向けた利用者及びその家族との段階的な関わりの変化（生活動作の負担や痛みの軽減、主治医との連携や多職種協働、急
変時の基本的な対応等）を認識する。
・看取りのケースにおいて、在宅生活の支援を行う際の起こりやすい課題を理解し、アセスメント、課題分析の視点、居宅サービス計画
等の作成、サービス担当者会議における情報共有に当たっての留意点及びモニタリングでの視点について理解する。

講義及び演習
４時間

・他法他制度の活用が必要な事例の特徴、対応する際の留意点に関する講義を行う。
・他法他制度の活用が必要な事例のケアマネジメントを行う際の社会資源の活用に向けた関係機関や多職種との連携、相互理解の必
要性、状態に応じた多様なサービスの活用方法についての講義を行う。
・関連する他法他制度の内容や動向に関する講義を行う。

講義及び演習
３時間

・これまでの研修の中で修得した知識・技術を確認するため、事例に即したアセスメント、ニーズの把握、居宅サービス計画等の作成及
びモニタリングを一貫して行うことにより、ケアマネジメントプロセスの理解を深めるとともに、理解が不足しているものがないか自己評価を
行う。
・作成した居宅サービス計画等を原案として、サービス担当者会議の演習を行う。

講義及び演習
４時間

・研修全体の振り返りを行うに当たって、グループ又は全体で意見交換を行い、専門的助言を含めて、研修における学習の成果や今後
の学習課題への意識付けのための講義を行う。
・現場で生じうる課題への対応や共同で研修する機会を作るため、研修受講者間においてネットワークの構築を図る。
・研修において獲得した知識・技術について、更なる実践力を身につけるため、法定外研修やOJT等を活用した具体的な自己研鑽の
実施方法、地域における学びの場や機会の状況等についての講義を行う。

講義及び演習
２時間

（計８７時間）

看取りに関する事例

地域共生社会の実現に向け他
法他制度の活用が必要な事例
のケアマネジメント

アセスメント及び
居宅サービス計画等作成の総
合演習

研修全体を振り返っての
意見交換、講評及び
ネットワーク作り

脳血管疾患のある方
のケアマネジメント

認知症のある方及び
家族等を支える
ケアマネジメント

大腿骨頸部骨折のある方
のケアマネジメント

心疾患のある方
のケアマネジメント

誤嚥性肺炎の
予防の
ケアマネジメント

高齢者に多い疾患等
（糖尿病、高血圧、脂質異常
症、呼吸器疾患、腎臓病、肝臓
病、筋骨格系疾患、廃用症候
群等）
の留意点の理解

実習オリエンテーション

ケアマネジメントの基礎技術
に関する実習

【後期】

実習振り返り

ケアマネジメントの展開

生活の継続及び家族
等を支える基本的な
ケアマネジメント

生活の継続を支えるための
医療との連携及び
多職種協働の意義

ケアマネジメントに係る
法令等の理解
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